
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

一

政
党
の
支
部

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

会
計
責
任
者

一
以
上
の
市
町
村
等

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

の
区
域
を
単
位
と
し

届
出
年
月
日

の

氏

名

て
設
け
ら
れ
る
支
部

自

由

民

主

党

徳

島

県

令

和

五

年

岸

本

淳

志

岸

高

雄

徳
島
市
国
府
町
府
中
六
三
六
番
地

○

徳
島
市
・
名
東
郡
第
七
支
部

二

月

二

十

七

日

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

会
計
責
任
者

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

の

氏

名

令

和

五

年

社
会
民
主
主
義
フ
ォ
ー
ラ
ム
徳
島

小

林

雄

樹

小

林

雄

樹

徳
島
市
昭
和
町
三
丁
目
三
五
番
地
二

二

月

二

日

令

和

五

年

祝

聡

後

援

会

祝

聡

祝

章

子

徳
島
市
幸
町
三
丁
目
四
八
番
地

二

月

七

日

徳
島
市
幸
町
三－

四
八

賀
川
ビ
ル

令

和

五

年

沢

田

た
だ

ゆ

き

後

援

会

澤

田

唯

行

澤

田

唯

行

一
〇
一

二

月

八

日



名
西
郡
神
山
町
神
領
字
東
青
井
夫
四

令

和

五

年

河

野
ま

さ
と

し
後

援
会

河

野

雅

俊

北

村

賢

二

四
四
番
地

二

月

十

四

日

阿
南
市
羽
ノ
浦
町
宮
倉
芝
生
一
二－

令

和

五

年

岩

本

た

つ

後

援

会

岩

本

達

岩

本

達

三

二

月

十

四

日

令

和

五

年

と
も
に
小
松
島
を
考
え
る
会

谷

口

義

英

谷

口

義

英

小
松
島
市
松
島
町
二
番
二
四
号

二

月

十

六

日

徳
島
市
昭
和
町
三
丁
目
九－

一－

一

令

和

五

年

小

林

ゆ

う

き

後

援

会

小

林

雄

樹

小

林

雄

樹

〇
〇
二

二

月

二

十

二

日

徳
島
市
川
内
町
加
賀
須
野
四
五
九－

令

和

五

年

大

西

実

希

後

援

会

大

西

実

希

大

西

実

希

三

二

月

二

十

四

日

板
野
郡
北
島
町
鯛
浜
字
西
ノ
須
三
〇

令

和

五

年

藤
本

け

ん

い
ち

後

援

会

藤

本

健

一

福

永

多

美

子

番
地
一

二

月

二

十

七

日

那
賀
郡
那
賀
町
百
合
字
石
橋
五
〇
〇

令

和

五

年

那
賀
町
の
希
望
を
創
る
住
民
会
議

柏

木

岳

福

永

敏

行

番
地
三

三

月

一

日


